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FAX

問
い
合
わ
せ　

制
度
に
つ
い
て

…
東
京
都
後
期
高
齢
者
医

療
「
広
域
連
合
お
問
合
せ

セ
ン
タ
ー
」
☎
０
５
７
０
・

086
・
519
（
Ｉ
Ｐ
電
話
か
ら

は
☎
03
・
３
２
２
２
・
４
４

９
６
）、
フ
ァ
ッ
ク
ス
 

０

５
７
０
・
086
・
075
、
個
人
情

報
を
含
む
こ
と
に
つ
い
て
…

市
保
険
年
金
課
後
期
高
齢
者

医
療
係

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
る

国
民
健
康
保
険
税
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
減
免

対
象
の
世
帯

次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
こ
と

①
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
に
よ
り
、
主
た
る
生
計
維

持
者
が
死
亡
し
、
ま
た
は
重

篤
な
傷
病
を
負
っ
た
世
帯

②
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
に
よ
り
、
主
た
る

生
計
維
持
者
の
収
入
の
減
少

が
見
込
ま
れ
、
次
の
⑴
～
⑶

に
該
当
す
る
世
帯

世
帯
の
主
た
る
生
計
維
持

者
に
つ
い
て
、
⑴
事
業
収

入
、
不
動
産
収
入
、
山
林
収

入
ま
た
は
給
与
収
入
の
い
ず

れ
か
が
前
年
に
比
べ
て
10
分

の
３
以
上
減
少
す
る
見
込
み

で
あ
る
こ
と
⑵
前
年
の
合
計

所
得
金
額
が
１
千
万
円
以
下

で
あ
る
こ
と
⑶
収
入
減
少
が

見
込
ま
れ
る
種
類
の
所
得
以

外
の
前
年
の
合
計
所
得
金
額

が
400
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と

減
免
額　

①
に
該
当
…
全
額
免

除
②
に
該
当
…
表
１
の
減
免

対
象
保
険
税
（
料
）
額
に
表

２
の
減
免
割
合
を
か
け
た
金

額
※
主
た
る
生
計
維
持
者
の
事
業

等
の
廃
止
や
失
業
の
場
合

は
、
前
年
の
合
計
所
得
金
額

に
か
か
わ
ら
ず
、
表
１
で
算

出
し
た
減
免
対
象
保
険
税

（
料
）
額
の
全
額
が
免
除
さ

れ
ま
す
。

対
象
と
な
る
保
険
税(

料)

①
令
和
４
年
度
分
の
保
険
税

(

料)

で
、
▽
普
通
徴
収
…

令
和
４
年
４
月
１
日
～
５
年

３
月
31
日
に
納
期
限
が
到
来

す
る
も
の
▽
特
別
徴
収
…
４

年
４
月
１
日
～
５
年
３
月
31

日
に
特
別
徴
収
対
象
の
年
金

給
付
の
支
払
日
が
設
定
さ
れ

て
い
る
も
の

②
令
和
３
年
度
分
の
保
険
税

(

料)

で
、
３
年
度
末
に
資

格
を
取
得
し
た
こ
と
等
に
よ

り
４
年
４
月
１
日
～
５
年
３

月
31
日
に
納
期
限
が
到
来
す

る
も
の

申
請
方
法
　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
た

め
、
郵
送
で
保
険
年
金
課
へ

※
持
参
も
可

※
必
要
書
類
等
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
（
記
事
ID
…
１
９
３

８
７
・
２
２
２
７
２
）
参
照

ま
た
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

問
い
合
わ
せ

▽
国
民
健
康
保
険
税
…
保
険
年

金
課
資
格
賦
課
係

▽
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
…

同
課
後
期
高
齢
者
医
療
係

表１　減免対象保険税（料）額の計算式

表２　減免割合

令
和
４
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税

　

国
民
健
康
保
険
の
医
療
費
は

年
々
増
加
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
た
め
、
市
の
国
民
健
康

保
険
税
収
入
額
が
不
足
す
る
こ

と
か
ら
、
令
和
４
年
度
の
国
民

健
康
保
険
税
の
税
率
等
（
表
１

参
照
）
を
改
定
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
地
方
税
法
施
行
令
の

一
部
改
正
に
伴
い
、
国
民
健
康

保
険
税
課
税
限
度
額
の
引
上
げ

を
行
い
ま
し
た
。

　

な
お
、
国
民
健
康
保
険
税
が

減
額
と
な
る
対
象
世
帯
の
基
準

所
得
額
は
変
更
あ
り
ま
せ
ん

（
表
２
参
照
）。

　

令
和
４
年
度
の
健
康
保
険
税

の
納
税
通
知
書
は
、
７
月
初
旬

に
世
帯
主
の
方
に
送
付
し
ま
す

の
で
、
納
め
忘
れ
に
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ　

保
険
年
金
課
資

格
賦
課
係

令
和
４
年
度
の
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

被
保
険
者
の
皆
さ
ん
が
病
気

や
ケ
ガ
を
し
た
と
き
の
医
療
費

な
ど
の
支
払
い
に
充
て
る
た

め
、
被
保
険
者
一
人
ひ
と
り
に

保
険
料
を
納
め
て
い
た
だ
き
ま

す
。

　

保
険
料
率
は
２
年
ご
と
に
見

直
さ
れ
、
都
内
で
均
一
と
な
り

ま
す
。
令
和
４
・
５
年
度
の
保

険
料
率
は
、
次
の
と
お
り
決
定

し
ま
し
た
。

保
険
料
の
決
め
方（
表
１
参
照
）

　

保
険
料
額
は
、
被
保
険
者
一

人
ひ
と
り
が
均
等
に
負
担
す
る

「
均
等
割
額
」
と
被
保
険
者
の

☆
被
扶
養
者
だ
っ
た
方
の
軽
減

…
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

の
対
象
と
な
っ
た
日
の
前

日
ま
で
会
社
の
健
康
保
険

な
ど
（
国
保
・
国
保
組
合
を

除
く
）
の
被
扶
養
者
だ
っ
た

方
は
、
加
入
か
ら
２
年
を
経

過
す
る
月
ま
で
均
等
割
額

の
軽
減
を
受
け
る
こ
と
が

表１

前
年
の
所
得
に
応
じ
て
負
担
す

る
「
所
得
割
額
」
の
合
計
額
と

な
り
ま
す
。

保
険
料
の
軽
減

　

所
得
が
一
定
基
準
以
下
の
方

に
対
し
て
保
険
料
の
軽
減
を
実

施
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
所
得

の
申
告
が
必
要
と
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

☆
均
等
割
額
…
同
じ
世
帯
の
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被

保
険
者
全
員
と
世
帯
主
の

「
総
所
得
金
額
等
を
合
計
し

た
額
」
を
も
と
に
均
等
割
額

を
軽
減
し
て
い
ま
す
（
表
２

参
照
）

☆
所
得
割
額
の
軽
減
（
東
京
都

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
独
自
の
政
策
）
…
被
保
険

者
本
人
の｢

賦
課
の
も
と
と

な
る
所
得
金
額｣

を
も
と
に

所
得
割
額
を
軽
減
し
て
い

ま
す
。（
表
３
参
照
）

で
き
、
当
面
の
間
所
得
割
額

は
か
か
り
ま
せ
ん
。（
表
４

参
照
）

　

低
所
得
に
よ
る
均
等
割
額

の
軽
減
に
該
当
す
る
場
合

は
、
軽
減
割
合
の
高
い
ほ
う

が
優
先
さ
れ
ま
す
。

保
険
料
の
納
め
方

▽
普
通
徴
収
（
納
付
書
ま
た
は

口
座
振
替
で
の
支
払
い
）
…

特
別
徴
収
の
対
象
で
な
い
方

▽
特
別
徴
収
（
公
的
年
金
か
ら

の
天
引
き
）
…
一
定
条
件
を

満
た
す
方
（
表
５
参
照
）

※
対
象
の
方
で
も
年
金
か
ら
の

天
引
き
に
切
り
替
わ
る
ま
で

の
一
定
期
間
は
普
通
徴
収
で

の
納
付
と
な
り
ま
す
。

表２

表３ 表４
加入から２年を
経過する月まで 加入から２年経過後

均等割額 ５割軽減 軽減なし

所得割額 負担なし

均等割額

被保険者１人当たり

４６,４００円

＋

所得割額

賦課のもととなる所得金額（※）

×所得割率９．４９％

＝

保険料額（年額）

１００円未満切り捨て

（限度額６６万円）

※�賦課のもととなる所得金額…前年の総所得金額および山林所得金額並びに株式・長期（短期）譲渡

所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額（合計所得金額が２，４００万円以下の場合は

４３万円）を控除した額（雑損失の繰越控除額は控除しません）。

表２　減額対象世帯

減額割合 令和３・４年度

７割軽減 世帯全体の所得が４３万円＋（（給与・年金所得者数－１）×１０万円）以下

５割軽減
世帯全体の所得が４３万円＋（（給与・年金所得者数－１）×１０万円）＋（（国保加入者数＋特定同一世帯所属者数）×

２８万５千円）以下

２割軽減
世帯全体の所得が４３万円＋（（給与・年金所得者数－１）×１０万円）＋（（国保加入者数＋特定同一世帯所属者数）×

５２万円）以下

※世帯…世帯主と国保加入者および特定同一世帯所属者
※�給与・年金所得者数…一定の給与所得者（給与収入が５５万円を超える方。ただし、専従者給与は除く）と公的年金等所得者（公的年金等収入が、
６５歳未満で６０万円を超える方、６５歳以上で１２５万円を超える方）の数

※�特定同一世帯所属者数…国民健康保険加入者が後期高齢者医療制度に移行した後も引き続き国民健康保険加入者がいる世帯の場合、移行した後期
高齢者医療制度加入者数

表１　令和４年度の税率等・課税限度額

区分 令和４年度 令和３年度 引き上げ率・額 （参考）都標準税率

医
療
分

所得割 ６．００％ ５．８０％ ０．２０％ ７．０９％

被保険者均等割 ３０,６００円 ２９,９００円 ７００円 ４１,８０９円

課税限度額 ６５０，０００円 ６３０，０００円 ２０，０００円 ６５０,０００円

支
援
金
分

所得割 １．９５％ １．８５％ ０．１０％ ２．５０％

被保険者均等割 １１,２００円 １０,２００円 １,０００円 １４,２６５円

課税限度額 ２００，０００円 １９０，０００円 １０，０００円 ２００,０００円

介
護
分

所得割 １．８５％ １．６５％ ０．２０％ ２．５５％

被保険者均等割 １２，２００円 １０，５００円 １，７００円 １８,５２０円

課税限度額 １７０，０００円 １７０，０００円 据え置き １７０,０００円

総所得金額等の合計が下記に該当する世帯 軽減割合

４３万円　＋（年金または給与所得者の合計数－１）× 1０万円 以下 ７割

４３万円　＋（年金または給与所得者の合計数－１）×1０万円＋（２８．５万
円×被保険者の数）以下 ５割

４３万円　＋（年金または給与所得者の合計数－１）× 1０万円＋（５２万
円×被保険者の数）以下 ２割

６５歳以上（令和４年１月１日時点）の方の公的年金所得については、その所得からさらに１５万円（高
齢者特別控除額）を差し引いた額で判定します ▽世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は
軽減を判定する対象となります ▽世帯の判定は毎年度４月１日時点（年度の途中に東京都で資格取得
した方は資格取得時）で行います。

賦課のもととなる所得金額 軽減割合

１５万円以下 ５割

２０万円以下 ２.５割

表５

特別徴収
（公的年金か
らの天引き）
開始条件

①�公的年金の受給額が年額１８万円以上
②�介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計

額が、１回あたりに受け取る年金額の２分
の１以下

③�介護保険者が青梅市であること

減免対象保険税（料）額＝Ａ×Ｂ÷Ｃ

Ａ： 世帯の被保険者全員について算定した保
険税（料）額

Ｂ： 世帯の主たる生計維持者の減少が見込ま
れる収入にかかる前年の所得金額

Ｃ： 主たる生計維持者および世帯の被保険者
全員の前年の合計所得金額

前年の合計所得金額 減免割合

３００万円以下 全額

４００万円以下 １０分の８

５５０万円以下 １０分の６

７５０万円以下 １０分の４

１千万円以下 １０分の２




